
◎就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律 
（平成一八年六月一五日法律第七七号）   

一、提案理由（平成一八年四月一二日・衆議院文部科学委員会） 

○小坂国務大臣 このたび、政府から提出いたしました就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を

御説明申し上げます。 

 我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、

保護者の就労の有無等にかかわらず、小学校就学前の子供の教育及び保育に関する多様

な需要に適切、柔軟に対応できる新たな枠組みが求められているところであります。 

 この法律案は、こうした状況にかんがみ、地域において子供が健やかに育成される環

境が整備されるよう、認定こども園に係る制度を設け、幼稚園及び保育所等における小

学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提

供を推進するための措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。 

 第一に、幼稚園または保育所等のうち、就学前の子供に対する教育及び保育を一体的

に提供するとともに、地域における子育て支援事業を実施するものは、都道府県知事か

ら認定こども園としての認定を受けることができることとし、その認定の基準について

は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める基準を参酌して都道府県が定める

こととするものであります。 

 第二に、認定こども園に関する特例として、幼稚園と保育所とが一体的に設置される

認定こども園については、その幼稚園及び保育所の設置者が学校法人または社会福祉法

人のいずれである場合にも、児童福祉法及び私立学校振興助成法に基づく助成を受ける

ことができるよう、これらの法律の特例を規定するとともに、認定こども園である保育

所については、その設置者と保護者との直接契約による利用とし、入所する子供や保育

料の決定を保育所の設置者が行うことができるよう、児童福祉法の特例を規定する等の

措置を講ずるものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一八年五月九日） 

○遠藤乙彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変

化に伴い、保護者の就労の有無等にかかわらず、小学校就学前の子供の教育及び保育に

関する多様な需要に適切、柔軟に対応し、地域において子供が健やかに育成される環境

が整備できるように、認定こども園に係る制度を設け、幼稚園及び保育所等における小



学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提

供を推進するための措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る四月六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会

に付託されました。 

 本委員会におきましては、同月十二日に小坂文部科学大臣から提案理由の説明を聴取

し、十四日に民主党・無所属クラブから修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、

原案とあわせて質疑に入りました。十八日には参考人から意見を聴取し、また、十九日

には足立区立おおやた幼保園を視察するなど慎重に審査を重ね、二十八日質疑を終局し、

次いで、修正案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、採決の結果、修正案は

賛成少数で否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、本案に対し附帯決議を付したことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年四月二八日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきで

ある。 

一 認定こども園が、子ども及び保護者の視点に立ち、親の就労の有無にかかわりなく

教育、保育及び子育て支援を実施できるよう態勢の整備に十分配慮し、財政支援等の

充実に努めること。 

二 保護者が多様な施設を適切に選択できるように、認定こども園の情報公開、適切な

評価の実施のための措置を講ずるよう努めること。 

三 幼稚園と保育所の連携を一層強化するとともに、幼保連携型の認定こども園におけ

る事務の手続きを一元化するよう適切な措置を講ずること。 

四 認定こども園の教育、保育及び子育て支援の質の向上に資するため、職員の研修に

積極的な支援を行うこと。 

五 子育てに不安のある保護者をはじめ、子どもを持つすべての家庭の支援が必要とさ

れていることにかんがみ、認定こども園における子育て支援の充実に努めること。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一八年六月九日） 

○中島啓雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子供に対する教育・保育と、

保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため、認定こども園の制度を創設するも

のであります。 

 委員会におきましては、参考人からの意見聴取や保育所等の視察を行うとともに、認

定こども園における教育・保育の質の確保と子供の安全対策の重要性、保育料等保護者

負担の軽減策、幼保一元化に対する考え方などについて質疑が行われましたが、その詳



細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より反対の

意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月八日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきで

ある。 

一、認定こども園が、子ども及び保護者の視点に立ち、親の就労の有無にかかわりなく

教育、保育及び子育て支援を実施できるよう体制の整備に十分配慮し、運営費、施設

設備費に対する財政支援等の充実と幼保連携型認定こども園の設置の促進に努めると

ともに、認定こども園における教育・保育の質の確保・向上のための措置を講ずるこ

と。 

二、保育所型の認定こども園を保育に欠けない子どもが利用する場合であっても、幼稚

園就園奨励費の活用等による保護者の保育料負担の軽減策について検討すること。 

三、保護者が多様な施設を適切に選択できるように、認定こども園の情報公開、適切な

評価の実施のための措置を講ずるとともに、保護者に対する説明、保護者の意見を踏

まえた運営に努めること。 

四、保育所入所待機児童の解消については、保育需要にこたえる一義的な責任を有する

市町村を始めとして、より一層の努力をするとともに、保育に欠ける子どもの認定こ

ども園への入園については、公平・公正な判断がなされるよう適切な措置を講ずるこ

と。 

五、幼稚園と保育所の連携を一層強化するとともに、認定こども園に関する国、都道府

県、市町村における事務の手続を一元化するよう適切な措置を講ずること。 

六、認定こども園の教育、保育及び子育て支援の質の向上に資するため、職員の研修に

積極的な支援を行うとともに、幼稚園教諭免許及び保育士資格の併有を更に促進する

こと。 

七、子育てに不安のある保護者を始め、子どもを持つすべての家庭の支援が必要とされ

ていることにかんがみ、国・地方公共団体における総合的な子育て支援施策の更なる

推進を図るとともに、認定こども園における子育て支援事業が保護者の要請に十分に

こたえ、適切に行われるよう必要な財政支援に努めること。 

八、子どもの教育・保育施設への障害児の受入れや一時保育、病児・病後児保育など保

護者のニーズの高い子育て支援の拡充に努めるとともに、認定こども園が地域の子育

て支援の拠点として十全な機能を発揮できるよう、子育てにかかわるボランティア、

ＮＰＯ、専門機関等との連携を強化するための支援に努めること。 



九、子どもの安全・安心のため、幼稚園、保育所等及び認定こども園における施設設備

については、耐震、防災、防犯等安全確保のための財政支援の拡充について検討する

とともに、すべての認定こども園において事故等の際の補償が円滑に行われるよう、

その支援に努めること。 

十、在園時間の異なる子どもが共に教育・保育を受ける認定こども園の特性にかんがみ、

教職員の配置基準の改善・充実に向けた検討を進めること。 

十一、就学前教育・保育と小学校教育の円滑な接続に資するため、幼稚園、保育所等及

び認定こども園と小学校との交流・連携に努めるとともに、指導要録や保育経過記録

等について書式の整合等を図ることなどにより、積極的な情報共有と相互理解に努め

ること。 

十二、本法施行後、社会の変化や保護者の就学前の教育・保育に対する要望等を的確に

踏まえ、国における就学前の教育・保育に係る行政機関の連携強化を図るとともに、

総合化についても検討を行うこと。 

  右決議する。 

 


